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芝御成門タワーの契約スキームの変遷



芝御成門タワーの契約スキームの変遷

所有者兼賃貸人：
鹿島建設株式会社
所
有
権

令和８年２月１日まで

賃貸借契約

賃借人：テナント
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芝御成門タワーの契約スキームの変遷

不動産信託契約
不動産信託委託者兼受益者：

鹿島建設株式会社
受
益
権

不動産信託受託者：
みずほ信託銀行株式会社

所
有
権

令和８年２月２日（フェーズ１）

２月２日付で、鹿島建設㈱が本物件を信託化したことにより、名義
上の所有権がみずほ信託銀行㈱に移転した。

所
有
権

●ポイント
信託受益権＝信託した財産から得られる経済的利益を受け取る権利
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芝御成門タワーの契約スキームの変遷

鹿島建設株式会社

不動産信託受託者：
みずほ信託銀行株式会社

所
有
権

令和８年２月２日（フェーズ２）

不動産信託委託者兼受益者：
大和証券リアルティ株式会社

受
益
権

受益権を売却

不動産信託契約

同日、鹿島建設㈱が大和証券リアルティ㈱に不動産信託受益権を売却したことに
より、不動産信託契約の委託者かつ受益者が大和証券リアルティ㈱に変更。
→この時点で、所有権も受益権も持たない鹿島建設㈱は本件から実質的に離脱。

受
益
権
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芝御成門タワーの契約スキームの変遷

同日、大和証券リアルティ㈱が2026年1月30日付㈱あおぞら銀行との特定包括信託契約に基
づき、不動産信託受益権をあおぞら銀行に譲渡。これにより、不動産信託契約の委託者かつ
受益者があおぞら銀行に変更。（この譲渡は資金調達を目的に行ったもの。）
一方、同日付、みずほ信託銀行㈱と大和証券リアルティ㈱との賃貸借契約に基づき、大和証
券リアルティ㈱は芝御成門タワーを一括賃借。

令和８年２月２日（フェーズ３）

前不動産信託委託者兼受益者：
大和証券リアルティ株式会社

受
益
権

新不動産信託委託者兼受益者：
株式会社あおぞら銀行特定包括信託契約

受
益
権

不動産信託受託者：
みずほ信託銀行株式会社

所
有
権 賃貸借契約

不動産信託契約
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みずほ信託銀行株式会社

大和証券リアルティ株式会社

港区

令和８年３月１９日 転貸借契約締結（相関図）

賃貸借契約
(マスターリース契約)

転貸借契約
(サブリース契約)

芝御成門タワーの契約スキームの変遷

あおぞら銀行
特定包括信託契約

不動産信託契約

鹿島建設株式会社 ※鹿島建設株式会社は所有権を移転、受
益権を売却したため、当事者ではない。

賃料

賃料等から物件運用費用、不動産信託報酬を差し引いて配当不動産信託契約に基づく収益

青：契約関係
茶色：お金の動き

特定包括信託契約に基づく収益

不動産信託配当から金利、特定包括信託報酬を差し引いて配当

所有
権

受益
権

諸費用の受領権を大和
がみずほに委任するこ
とで、港区からみずほ
に直接賃料を支払い

6


